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一
に
つ
い
て

介
護
職
員
を
含
む
労
働
者
の
賃
金
に
つ
い
て
は
様
々
な
調
査
や
分
析
方
法
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に

申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
の
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
に
よ
る
と
、
産
業
計
と
福
祉
施
設
介

護
員
と
の
「
き
ま
っ
て
支
給
す
る
現
金
給
与
額
」
の
差
は
、
平
成
二
十
年
で
は
約
十
一
・
三
万
円
、
平
成
二
十
八
年
で
は
約

十
・
五
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
新
た
な
処
遇
改
善
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
平
成
二
十
九
年

十
二
月
八
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
「
他
の
介
護
職
員
な
ど
の
処
遇
改
善
に
こ
の
処
遇

改
善
の
収
入
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
柔
軟
な
運
用
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
け
る
勤

続
年
数
十
年
以
上
の
介
護
福
祉
士
に
つ
い
て
月
額
平
均
八
万
円
相
当
の
処
遇
改
善
を
行
う
こ
と
を
算
定
根
拠
に
、
公
費
千
億

円
程
度
を
投
じ
、
処
遇
改
善
を
行
う
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
新
た
な
処
遇
改
善
」
の
実
施
時
期
及
び
財
源
に
つ
い
て
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
消
費
税
率
の
引
上

げ
に
伴
う
報
酬
改
定
に
お
い
て
対
応
」
す
る
こ
と
及
び
「
社
会
保
障
の
充
実
と
財
源
健
全
化
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
つ
つ
、
安

定
財
源
と
し
て
、
二
千
十
九
年
十
月
に
予
定
さ
れ
る
消
費
税
率
十
％
へ
の
引
上
げ
に
よ
る
財
源
を
活
用
す
る
。
消
費
税
率
の

二
％
の
引
上
げ
に
よ
り
五
兆
円
強
の
税
収
と
な
る
が
、
こ
の
増
収
分
を
教
育
負
担
の
軽
減
・
子
育
て
層
支
援
・
介
護
人
材
の

確
保
等
と
、
財
政
再
建
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
概
ね
半
分
ず
つ
充
当
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二


